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木更津市立請西保育園及び木更津市請西子育て支援センター 

指 定 管 理 者 申 請 要 項 

 

 平成２５年４月に開園・開館し、現在、運営中である木更津市立請西保育園（以下「請西保育

園」という。）及び木更津市請西子育て支援センター（以下「請西子育て支援センター」という。）

の指定管理者（管理運営を実施する団体）の申請に係る要項は次のとおりとする。 

 

１ 対象施設の概要 

１ 請西保育園  

  ⑴ 名称及び所在地 

    木更津市立請西保育園  木更津市請西東７丁目２番地１ 

 ⑵ 設置目的 

市民の福祉の向上と文化の発展に資するために設置し、児童福祉法第２４条第１項の

規定により保育を必要とする乳幼児（以下「児童」という。）を保育することを目的とする。 

⑶ 定 員 

児童の定員は１２０人とする。各クラスの定員は次のとおり。 

クラス ０才 １才 ２才 ３才 ４才 ５才 計 

人数 １２ ２０ ２２ ２２ ２２ ２２ １２０ 

また、木更津市と指定管理者が協議の上、年度途中に定員を超える児童（定員の２０％

未満）を受け入れることができるものとする。 

⑷ 敷地面積  ２，６３２．０９㎡（保育園と支援センター同敷地）  

⑸ 建物概要（保育園と支援センター合築施設） 

   ア 構  造 鉄筋コンクリート造一部木造２階建 

   イ 建築面積   ９８７．１０㎡ 

ウ 延床面積 １，４６１．４４㎡（保育園と支援センターの合計） 

   エ 施設内容 １，１６３．７５㎡（保育園施設の面積） 

保育室、乳児室、遊戯室、調理室、配膳室、教材室、相談室、医務室、 

絵本コーナー、事務室等 
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 ２ 請西子育て支援センター 

⑴ 名称及び所在地 

    木更津市請西子育て支援センター  木更津市請西東７丁目２番地１ 

 ⑵ 設置目的 

児童の健やかな育成を図るとともに、子育てについて児童の保護者及び妊婦の援助

を目的とする。 

⑶ 定 員 

ア プレイルーム  親子３０組程度 

イ 一時預かり   最大２０人 

 ⑷ 敷地面積  ２，６３２．０９㎡（保育園と支援センター同敷地）  

  ⑸ 建物概要（保育園と支援センター合築施設） 

木更津市立保育園との合築施設であり、鉄筋コンクリート造一部木造２階建施設の１階

の一部分２９７．６９㎡が木更津市請西子育て支援センターとなっている。 

施設は、プレイルーム、一時預かり室、相談室、医務室、事務室等から構成している。 

 

 

 

２ 指定期間 

 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とする。 

なお、当該施設は、施設利用者（児童、保護者）との継続的な信頼関係構築が求められる

ため、既に管理運営している指定管理者が当該施設等の地域に根ざした管理運営を適確に行

っており、かつ指定期間に養われた利用者との信頼関係の蓄積を有効に活用した管理運営が

新たな指定管理期間も可能と市長が認めた場合は、新たな候補者を公募しないこととする。 

その場合、既に管理運営している指定管理者を候補者として、木更津市が設置する指定管

理者候補者選定委員会の審査に付すこととする。 

 

３ 指定管理料等 

１ 請西保育園  

⑴ 指定管理料の上限額 

  木更津市が指定管理者に対して支払うこととなる指定管理料の上限額は、次のとおりと

する。なお、この額については、消費税及び地方消費税相当額が含まれたものであるため、

注意すること。 

指定管理料の上限額 ６１８，２７０千円（指定期間５ヵ年総額） 

※参考 単年度１２３，６５４千円 

ただし、子ども・子育て支援法（平成 24年８月 22日法律第 65号）附則第６条第１項の
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規定により毎年国が定める公定価格を基に算出する委託費、木更津市の「民間保育園運営

費等補助金交付要領（昭和 60年７月８日制定）」による民間保育園運営費等補助金及び「特

別保育事業費補助金交付要綱（平成２年３月７日制定）」による特別保育事業費補助金に準

じた額のため、指定管理料の上限額に変更が生じる場合がある。 

なお、上記金額は、消費税法（昭和 63年法律第 108号）の改正に伴い、消費税率及び地

方消費税率を平成３１年１０月１日から１０％として算定しているため、今後、税率の引

上げ時期の変更や同法の改正等により消費税等額に変動が生じた場合は、市は、指定管理

料にそれらの変動に応じた相当額を加減して支払うものとする。 

⑵ 指定管理料の支払方法 

 指定管理者の請求に基づき次の各項目のとおり支払うものとする。 

ア 委託費相当額           基本毎月２５日払い 

イ 民間保育園運営費等補助金相当額  １２月概算払い、当該年度末精算払い 

ウ 特別保育事業補助金相当額     当該年度の実績に基づき支払う 

エ その他市長が認めた費用      状況に応じ支払う 

⑶ 保育料及び延長保育料の取扱い 

請西保育園については、地方自治法第２４４条の２第８項で定める利用料金制度を導入

しないため、保育料及び延長保育料は木更津市の収入とする。 

⑷ 施設及び設備の修繕等 

施設及び設備等の修繕費用は指定管理者の負担とする。 

ただし、責任の所在が不明確な場合で１件３０万円以上の修繕に要する経費については、

協議により、木更津市が直接、費用を負担とする場合がある。 

⑸ その他 

 ア 指定管理料には、人件費、消耗品・燃料費、電気代、ガス代、上下水道代、印刷製本

費、修繕費、通信運搬費、施設の保険料、機器等の賃借料、手数料、公租公課、委託料、

負担金、地域に根ざした管理運営に係る費用その他諸経費を含む。 

 イ 木更津市が業務内容等を変更した場合はこの限りではない。 

 

 ２ 請西子育て支援センター 

⑴ 指定管理料 

  木更津市が指定管理者に対して支払うこととなる指定管理料の上限額は、次のとおりと

する。なお、この額については、消費税及び地方消費税相当額が含まれたものであるため、

注意すること。 

指定管理料の上限額 ７２，８４０千円（指定期間総額） 

※参考 単年度１４，５６８千円 

ただし、木更津市の「特別保育事業費補助金交付要綱（平成２年３月７日制定）」による
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特別保育事業費補助金の一時預かり事業及び地域子育て支援拠点事業に準じた額のため、

指定管理料の上限額に変更が生じる場合がある。 

なお、上記金額は、消費税法（昭和 63年法律第 108号）の改正に伴い、消費税率及び地

方消費税率を平成３１年１０月１日から１０％として算定しているため、今後、税率の引

上げ時期の変更や同法の改正等により消費税等額に変動が生じた場合は、市は、指定管理

料にそれらの変動に応じた相当額を加減して支払うものとする。 

⑵ 指定管理料の支払方法 

指定管理者の請求に基づき、次の各項目の金額を、１２ヶ月で割り４月から３月にかけ

て毎月支払う。 

ア 地域子育て支援拠点事業       ７，９４８，０００円 

  １年を通じ週６日以上の開館と想定し、１２ヶ月で割り毎月支払い、年度末の実 

績報告に基づき差が生じた場合は精算する。 

イ 一時預かり事業           ６，６２０，０００円 

  利用者を年間２，７００人と想定し、年間６，６２０，０００円を１２ヶ月で割り支

払い、年度末の実績報告に基づき、差が生じた場合は精算する。 

⑶ 一時預かり利用料金の取扱い 

請西子育て支援センターについては、地方自治法第２４４条の２第８項で定める利用料

金制度を導入するため、一時預かり利用料金は、指定管理者の収入とする。 

一時預かり利用料金は、木更津市子育て支援センターの設置および管理に関する条例（平

成 24年木更津市条例第６号）第１５条第２項の表に定める金額の範囲内において、あらか

じめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。 

⑷ 施設及び設備の修繕等 

施設及び設備等の修繕費用は指定管理者の負担とする。 

ただし、責任の所在が不明確な場合で１件３０万円以上の修繕に要する経費については、

木更津市が直接、費用を負担とする。 

⑸ その他 

ア 指定管理料には、人件費、消耗品・燃料費、電気代、ガス代、上下水道代、印刷製本

費、修繕費、通信運搬費、施設の保険料、機器等の賃借料、手数料、公租公課、委託料、

負担金、その他諸経費を含む。 

イ 市が業務内容等を変更した場合はこの限りではない。 

 

４ 管理の基準 

 １ 請西保育園  

⑴ 保育時間及び休園日等 

 子ども・子育て支援法施行規則（平成 26年６月９日内閣府令第 44号）第４条第１項の規
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定による認定の区分にしたがって、以下のとおりとする。 

ア 平 日  午前７時００分から午後７時００分 

         （通常保育時間）   

          保育標準時間認定 午前８時３０分から午後５時００分 

          保育短時間認定  午前８時３０分から午後４時３０分 

（延長保育時間）   

保育標準時間認定 午後６時００分から午後７時００分 

保育短時間認定  午前７時００分から午前８時３０分及び 

         午後４時３０分から午後７時００分 

通常保育時間及び延長保育時間以外の保育時間については、時間外保

育とし、保護者が児童を送迎できない場合に限り、必要な時間のみ保育

を実施するものとする。 

イ 土曜日  午前７時００分から午後７時００分 

          （通常保育時間）   

保育標準時間認定 午前８時３０分から正午 

           保育短時間認定  午前８時３０分から正午 

          （延長保育時間）  上記アと同じ 

            通常保育時間及び延長保育時間以外の保育時間については、時間外保

育とし、保護者が児童を送迎できない場合に限り、必要な時間のみ保育

を実施するものとする。 

   ウ 休園日   日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する

休日、１月２日、１月３日及び１２月２９日から１２月３１日まで 

⑵  保育時間及び休園の変更 

指定管理者は、保護者の就労時間その他家庭の状況を考慮して、必要と認める時は、

あらかじめ木更津市長（以下「市長」という。）の承認を得て、開園時間又は休園日を

変更、若しくは臨時に休園日を定めること、又は休園日に臨時に開園することができ

る。 

 ２ 請西子育て支援センター  

⑴ 開館時間及び休館日等 

ア 平 日  午前８時３０分から午後５時００分 

ただし、一時預かり事業は、午前８時００分から午後６時３０分 

イ 土曜日  午前８時３０分から正午 

ただし、一時預かり事業は、午前８時００分から午後５時３０分 

   ウ 休館日  日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する

休日、１月２日、１月３日及び１２月２９日から１２月３１日まで 
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⑵  開館時間及び休館の変更 

指定管理者は、保護者の就労時間その他家庭の状況を考慮して、必要と認める時は、

あらかじめ市長の承認を得て、開館時間又は休館日を変更、若しくは臨時に休館日を

定めること、又は休館日に臨時に開館することができる。 

 

５ 職員配置 

  指定管理者は、次の職員を配置すること。 

なお、職員配置の際には、児童福祉法第４５条の規定による児童福祉施設の設備及び運

営についての最低基準（以下「最低基準」という。）を遵守すること。 

 １ 請西保育園  

  ⑴ 園長（専任） 

  ⑵ 主任保育士 

  ⑶ 保育士 

  ⑷ 栄養士（調理業務の従事を含む） 

  ⑸ 調理員 

  ⑹ 事務員 

  ⑺ 用務員 

  ⑻ 嘱託医 

  ⑼ 嘱託歯科医 

  ⑽ ⑴から⑼の他必要な職員 

 ２ 請西子育て支援センター 

⑴ センター長（地域子育て支援拠点事業担当職員との兼務可） 

⑵ 地域子育て支援拠点事業担当職員 

  開館時は常時２名以上を配置すること。開館時配置職員のうち２名以上は保育士免許等

有資格者とし、有資格者２名以上のうち１名は５年以上保育施設等で実務経験のある者と

する。 

保育士免許等とは、保育士、保健師、看護師、教諭（幼稚園教諭含む）の資格のある者

とする。 

⑶ 一時預かり事業担当職員 

地域子育て支援拠点事業担当職員以外に児童預かり時には、最低基準を遵守するととも

に保育士免許等有資格者２名以上を配置すること。 

⑷ ⑴から⑶の他必要な職員 

 

６ 指定管理者が行う業務 

 １ 請西保育園  
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   指定管理者は、木更津市立保育園の保育目標（「明るく元気な子・意欲的に遊べる子・心の

豊かな子」）を基本として、次に掲げる事業を実施すること。 

⑴ 請西保育園に入園する児童への保育の実施 

⑵ 次に掲げる事業の実施 

   ア 延長保育 

   イ 障がい児保育 

     集団保育が可能（障がいの程度が軽度又は中程度）であると木更津市が判断した児童 

   ウ 管外受託（広域入所）児の保育 

   エ 園庭開放 

   オ 地域交流 

   カ その他市長が必要と認める事業 

  ⑶ 請西保育園の維持管理業務 

  ⑷ 請西保育園の運営及び維持管理の各種事業計画・報告 

  ⑸ 保育料及び延長保育料の徴収に関する業務の一部に関する業務 

  ⑹ その他「木更津市立請西保育園及び木更津市請西子育て支援センター指定管理者に関す

る仕様書」のとおり 

 ２ 請西子育て支援センター 

指定管理者は、児童の健やかな育成を図るとともに、子育てについて児童の保護者及び妊

婦の援助を目的とし、次の各項目を実施すること。 

  ⑴ 地域子育て支援拠点事業 

   ア 児童及び保護者等が相互の交流を行う場を提供する事業 

   イ 保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業 

   ウ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上実施） 

   エ 地域の子育て関連情報の提供（月１回以上機関誌発行） 

   オ 公共施設に出向き地域支援活動の実施（２ケ月に１回以上実施） 

   カ 地域支援活動の中で支援が必要と判断される場合に当該家庭への訪問等の支援 

 ⑵ 一時預かりに関する事業 

 ⑶ 利用料に係る業務 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、支援センターの設置目的を達成するために必要な事業 

  ⑸ その他「木更津市立請西保育園及び木更津市請西子育て支援センター指定管理者に関す

る仕様書」のとおり 

 

７ 応募資格 

⑴ 応募者の資格 

現在、指定管理者として既に当該施設を管理運営している社会福祉法人及びその他の団体
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（以下「団体」という。）であること。  

⑵ 応募者の制限 

次のいずれかに該当する団体は応募することができないものとする。 

  ア 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第９２条の２（議員の兼職禁止）、第１４２条（市

長の兼職禁止）、第１６６条（副市長の兼職禁止）及び第１８０条の５（委員会及び委員の

兼業禁止）に該当するもの 

イ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当するもの 

ウ 応募書類提出時点において、木更津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指

名停止措置を受けているもの 

エ 木更津市税、所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの 

オ 代表者、役員又はその使用人が刑法（明治 40年法律第 45号）第９６条の３若しくは第

１９８条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起

された日から２年を経過しないもの 

カ 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法

律第 54号）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は

関係機関に認定された日から２年を経過していないもの 

キ 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「暴力段対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）又は

それらの利益となる活動を行う団体であるとき。 

② 役員等が暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定するものをいう。）もしくはこ

れに準ずる者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は、暴力団関係者が経営

に実質的に関与しているとき。 

③ 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。 

⑤ 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。 

⑥ 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしてい

るとき。 

 

８ 申請要項及び仕様書の配布 

 ⑴ 配布場所  

木更津市福祉部子育て支援課保育担当（木更津市役所朝日庁舎２階） 

〒292-8501 木更津市朝日三丁目１０番１９号 
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 電子メール jidoukatei@city.kisarazu.lg.jp 

 ⑵ 配布期間及び時間 

平成２９年７月３１日（月）から８月４日（金）まで（土日休日は除く。） 

  午前８時３０分から午後５時まで 

 ⑶ 配布の方法 

  ア 文書での配布を希望する場合 

    子育て支援課保育担当まで来庁すること。 

  イ ダウンロードによる場合 

    木更津市公式ホームページからダウンロードすること。 

  ウ 電子メールによる配布を希望する場合 

        題名を「木更津市立請西保育園指定管理者申請要項等の送信希望」とし、内容に「団体

等名、代表者名団体所在地、担当者名、電話番号、電子メールアドレス」を記載して送信

すること。確認後に返信するものとする。 

    電子メールでの配布を希望された場合は、必ず電話にて受付がされているか確認するこ

と。 

  エ ファックスによる配布は行わないものとする。 

 

９ 応募手続 

 ⑴ 応募書類の提出 

応募書類については、次のとおりとする。（原則Ａ４サイズ縦とする。）なお、市が必要と

認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

ア 別紙１「木更津市立請西保育園及び木更津市請西子育て支援センター応募書類一覧」の

とおり。 

  イ 受付期間経過後において、応募書類の内容を変更することはできないものとする。 

 ⑵ 受付場所 

   〒292-8501 木更津市朝日三丁目１０番１９号 

木更津市福祉部子育て支援課保育担当（木更津市役所朝日庁舎２階） 

 ⑶ 受付期間及び受付時間 

   平成２９年８月７日（月）から８月１０日（木）まで（土日休日は除く。） 

   午前８時３０分から午後５時まで 

 ⑷ 応募方法 

  ア 応募は、持参に限るものとする。 

イ 平成２９年８月１０日（木）午後５時までに必着とする。 

 ⑸ 申請内容に関する質問 

ア 質問の受付期間及び受付時間 

平成２９年７月３１日（月）から８月４日（金）まで（土日休日は除く。） 
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午前８時３０分から午後５時まで 

※平成２９年８月４日（金）５時までに必着とする。 

イ 質問の方法 

  質問する場合は、事前に子育て支援課に電話の上、ファックス又は電子メールで行うこ

と。 

ウ 質問の受付場所 

  問合せ先に同じ 

 

エ 質問への回答予定期日 

質問に対する回答は、窓口又はメールでの申請要項取得者全員及び回答先の通知のあっ

た者に、平成２９年８月４日（金）頃に行う予定である。 

⑹ 追加書類の提出 

  木更津市が必要と認める場合は、⑴アで定める応募書類以外の書類の提出を求める場合が

ある。 

⑺ ヒアリングの実施 

  木更津市が必要と認める場合は、応募書類の提出後に応募者に対してヒアリングを実施す

る場合がある。 

 ⑻ 応募者が運営する類似施設等の実地調査 

木更津市が必要と認める場合は、応募者が運営する類似施設等の実地調査を行う場合があ

る。 

 ⑼ 著作権の帰属 

応募書類の著作権は応募者に帰属するものとする。ただし、木更津市は指定管理者の選定

の公表等必要な場合には、応募書類の内容を無償で使用できるものとする。 

 ⑽ 費用の負担等 

  ア 応募に関する費用は、すべて応募者の負担とする。 

  イ 応募書類は、返却しないものとする。 

 ⑾ 提出書類の変更 

木更津市が一旦受理した提出書類については、明らかな間違い、軽微な修正を除き、

内容変更は認めない。 

 

10 指定管理者候補者の選定 

⑴ 選定方法 

  ア 木更津市が設置する外部委員を含めた指定管理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）において応募者（申請団体）の選定に係る審査（評価）を行うものとする。 

なお、指定候補者の審査にあたり、選定委員会が必要と認めたときは、応募者に説明を

求める場合がある。また、審査の結果、基準に達する者がいないと認め、該当者なしとす
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る場合がある。 

  イ 選定委員会の審査結果に基づき、平成２９年１０月上旬に木更津市長が指定候補者を選

定する予定である。 

⑵ 審査内容 

選定委員会における指定候補者の審査に当たっては、次の選定基準及び審査（評価）基準

並びに配点ウェイトにより、総合的に審査するものとする。 
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選 定 基 準 

（条例規定事項） 
審査（評価）基準  採  点 （ ○ で 囲 む ） 

採点の参考とする

事項等 

１ 事業計画に基づく管理により、公の施設

における利用者の平等な利用の確保に配

慮されたものであること（指定手続等に関

する条例第４条第１項第１号） 

⑴ 管理運営の理念、姿勢について 

・申請団体の経営理念は、利用の平等性の観点から適切か 

・施設の設置目的と提案された運営方針が合致しているか 

⑵ 利用者の平等な利用の確保について 

可 ・ 否 

・事業計画書 

２ 事業計画書の内容が施設の効用を最大

限に発揮するものであること（指定手続等

に関する条例第４条第１項第１号） 

 

⑴ 施設の設置目的との適合性について 

⑵ 利用者に対するサービスの向上について 

⑶ 利用促進、利用者増への取組みについて 

⑷ その他新規、魅力的な提案の有無について 

⑸ 地域に根ざした施設の運営への取組みについて 

⑹ 施設管理の安全性への配慮について 

⑺ 事業計画の実現可能性について 

可 ・ 否 

・事業計画書 

・収支計画書 

３ 申請団体が公の施設の管理を安定して

行う人員、資産その他の経営の能力を有し

ており、又は確保できる見込みがあること

（指定手続等に関する条例第４条第１項

第２号） 

⑴ 施設管理への意欲、熱意について 

⑵ 類似施設等の管理運営実績等について 

⑶ 安定的な運営が可能となる人的能力（管理運営方式）について 

・職員構成、職員数、職員採用、確保の方策、職員の研修（育成）

体制等 

⑷ 団体の安定性、継続性について 

⑸ 団体の運営の透明性、公正性について 

⑹ 収入、支出の積算と管理計画の整合性について 

⑺ 収支計画の実現可能性について 

可 ・ 否 

・団体の経営状況を説

明する書類 

・団体の組織及び概要

を記載した書類 

・事業計画書 

・収支計画書・ 
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※採点基準   【可】優秀である（高度の能力を有している）、又は満足できる（十分な能力を有している）、又は平均的である場合   

【否】物足りなさを感じる（能力が若干乏しい）、又は劣っている（まかせることが不安である）場合 

 

 

４ その他別に定める基準（指定手続等に関

する条例第４条第１項第３号） 

⑴ 社会的弱者への対応について 

可 ・ 否 

・事業計画書 

総 合 評 価 可 ・ 否  

評価に当たっての意見等 
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 ⑶ 選定結果 

  ア 選定結果は、応募者に文書で通知するものとする。 

  ウ 指定候補者の選定後、選定した指定候補者名及び審査内容の概要について公表する。 

 ⑶ 木更津市議会の議決等 

  ア 木更津市は、地方自治法の規定に基づき、指定候補者を指定管理者に指定する議案（以

下「指定議案」という。）を平成２９年１２月木更津市議会定例会に付議し、議決を受ける

こととなる。ただし、市議会の議決を受けるまでの間に、指定候補者を指定管理者に指定

することが著しく不適当と認められる事由が生じたときは、指定候補者の選定を取り消す

ことがある。 

  イ 次に掲げる場合であっても、指定候補者が請西保育園及び請西子育て支援センターの管

理運営を実施するために支出した費用、提供したノウハウの対価等については、木更津市

は一切補償しないものとする。 

① 上記アの議案を木更津市議会が否決したとき。 

② 上記アの議案について、木更津市議会が会期中に議決に至らなかったとき。 

   ③ 上記アただし書により、木更津市が指定候補者の選定を取り消したとき。 

 

11 指定管理者の指定手続等 

⑴ 指定管理者の指定 

指定議案の議決後に、指定管理者に指定します。指定管理者の指定をしたときは、告示す

るとともに、当該指定候補者に「指定管理者指定通知書」により通知する。 

⑵ 指定管理者との協定締結 

   前記⑴の手続きの後、指定管理者は木更津市と協定を締結するものとする。 

 ⑶ 協定内容 

ア 事業計画書に関する事項 

イ 指定施設の利用料金に関する事項 

ウ 地方自治法第 244条の２第 7項に規定する事業報告書に関する事項 

エ 市が支払うべき指定管理施設の管理費用（指定管理料）に関する事項 

オ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

カ 指定施設の管理に関し保有する個人情報の保護に関する事項 

キ 指定施設の管理に関し保有する情報の公開に関する事項 

ク アからキに掲げるものの他、市長が別に定める事項 

 

12 指定管理者の指定の取消 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、地方

自治法第 244条の２第 11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管

理の業務の全部又は一部の停止を命じることがある。 



請西保育園及び請西子育て支援センター指定管理者申請要項 

15 

 

⑴ 指定管理者が、木更津市が行う管理業務及び経理の状況に関する必要な報告の要求、実地

調査又は必要な指示に従わないとき。 

⑵ 指定管理者による管理を継続することが適当でないと木更津市が認めるとき。 

 

13 要項の遵守 

指定候補者がこの要項に反した場合は、指定候補者の選定を取り消すことがある。 

 

14 留意事項 

⑴ 接触の禁止 

選定委員会の委員に対して、本件申請についての接触を禁止します。接触の事実が認めら

れた場合には、失格（選定後に判明した場合には取り消し）となることがある。 

⑵ 虚偽の記載をした場合の無効 

応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

⑶ 応募の辞退 

応募書類の提出後に申請を辞退する場合には、速やかに子育て支援課に辞退届を提出す

ること。 

なお、選定結果通知後に辞退することは、理由の如何に関わらず認められない。万一、

選定結果通知後に辞退した場合は、市が被った損害について、賠償請求をすることがあ

る。 

 

15 公租公課の取扱い 

指定管理者による公の施設の管理に伴い、当該指定管理者については、法人等にかかる法人

市民税（法人県民税）、事業を行う者にかかる事業所得税、新たに設置した償却資産にかかる固

定資産税などの納税義務者となる可能性がある。 

詳しくは、市税については市役所市民税課及び資産税課へ、県税については木更津県税事務

所（℡0438‐25‐1110）へ問い合わせること。 

 

16 市内雇用 

指定管理者にあっては、公の施設の管理に伴い、新たに発生する雇用については、率先して

木更津市民を雇用するよう努めるものとする。 

 

 

17 指定管理者の指定後の手続き 

 ⑴ 基本協定の締結                         平成３０年２月頃 

 ⑵ 引継ぎ                     平成３０年２月下旬から３月３１日 

 ⑶ 年度協定の締結及び指定管理者による管理・運営の開始      平成３０年４月１日 
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18 その他 

⑴ 上記１から１７までに掲げる事項の詳細については、「木更津市立請西保育園及び木更津市

請西子育て支援センター指定管理者に関する仕様書」のとおり。 

 ⑵ 第三者への委託 

   木更津市と協議し、木更津市が承諾した場合を除き、業務の再委託については認めない。 

 

19 問合せ先 

  〒２９２－８５０１ 

   木更津市朝日三丁目１０番１９号 

   木更津市福祉部子育て支援課保育担当 

   Tel ０４３８－２３－７２４５ 

   Fax ０４３８－２５－１３５０ 

   電子メールアドレス jidoukatei@city.kisarazu.lg.jp 
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